
○
財
務
省
令
第
十
二
号

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
中
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
農
林
水
産
省
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第

六
号
中
「
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
在
庫
調
査
」
を
「
食
肉
保
管
状
況
調
査
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五

号
と
す
る
。

第
九
条
中
「
関
税
定
率
法
別
表
」
の
下
に
「
の
番
号
」
を
加
え
、
「
を
除
く
。
）
」
を
「
（
別
表
に
お
い
て
「
原
産

品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
に
お
い
て
「
非
原
産
品
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
」
に
、

「
同
表
の
項
」
を
「
同
表
の
番
号
の
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
上
、
関
税
定
率
法
別
表
第
五
十
類
か
ら
第
六
十
三
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、

当
該
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
非
原
産
品
か
ら
の
加
工
又
は
製
造
（
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
し
な

い
も
の
に
限
る
。
）
が
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
非
原
産



品
の
総
重
量
が
当
該
物
品
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
品
か
ら
の
加
工
又
は
製
造

が
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
す
る
か
否
か
は
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
上
、
異
な
る
材
料
か
ら
成
る
物
品
、
異
な
る
構
成
要
素
で
作
ら
れ
た
物
品
及
び
小
売
用
の

セ
ッ
ト
に
し
た
物
品
に
あ
つ
て
は
、
関
税
定
率
法
別
表
の
関
税
率
表
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
３
に
よ
り
同
表
に
お
け

る
当
該
物
品
の
所
属
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
属
に
基
づ
い
て
、
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当

す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。

別
表
第
二
類
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
類
又
は
第
二
類
に
該
当
す
る
物
品
以

外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
類
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
三
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
三
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
類
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
○
四
・
○
七
項
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外

の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め

る
。別

表
第
七
類
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」

に
改
め
る
。

別
表
第
八
類
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」



に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
類
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
、
第

八
類
、
第
一
○
類
又
は
第
一
一
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
二
・
○
八
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
以

外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
二
・
一
二
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
又
は
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
、
第
八
類
又

は
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
二
類

に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
三
・
○
二
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
二
・
一
二
項
の
海
草
そ
の
他
の
藻
類
」
を
「
第
一
二
・
一
二
項

又
は
第
一
三
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
五
・
○
四
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
類
又
は
第
一
五
類
に
該
当
す

る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
六
類
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
類
、
第
三
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
類
、
第

二
類
、
第
三
類
、
第
五
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
、
第
一
六
類
又
は
第
一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に

、
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
類
又
は
第
三
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
類
、
第
二
類
、
第
三
類
、
第
五
類
又
は
第
一

六
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。



別
表
第
一
七
・
○
一
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
二
類
又
は
第
一
七
類
に
該

当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
七
・
○
二
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四
類
又
は
第
一
七
類
に
該
当
す

る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
二
・
一
二
項
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
二
類
又
は
第
一
七
類

に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
又
は
第
一
二
類
に
該
当
す
る

物
品
」
を
「
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
、
第
一
二
類
又
は
第
一
七
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品

」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
七
・
○
三
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
二
・
一
二
項
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
二
類
又
は
第
一
七

類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
九
・
○
一
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又
は
第

一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
、
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当

す
る
物
品
」
を
「
第
四
類
、
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又
は
第
一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物

品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
、
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
又
は
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四

類
、
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
、
第
一
二
類
、
第
一
七
類
又
は
第
一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の

物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又

は
第
一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。



別
表
第
一
九
・
○
二
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又
は
第

一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
九
・
○
三
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類

、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又
は
第
一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
九
・
○
四
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又
は
第

一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
九
・
○
五
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類

、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又
は
第
一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
第
七
類
、
第
八
類
又
は

第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
一
類
又
は
第
一
九
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
一
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
又
は
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
、
第
八
類
又

は
第
二
○
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
二
の
項
及
び
第
二
○
・
○
三
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類

又
は
第
二
○
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
四
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
、
第
一
○

類
、
第
一
一
類
又
は
第
二
○
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
五
の
項
中
「
い
ん
げ
ん
属
」
を
「
い
ん
げ
ん
ま
め
属
」
に
、
「
い
ん
げ
ん
豆
属
」
を
「
い
ん
げ
ん



ま
め
属
の
豆
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
）
並
び
に
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
又
は
第
一

二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
、
第
一
二
類
、
第
一
七
類
又
は
第
二
○
類

に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
又
は
第
二
○
類
に

該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
六
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
、
第
九
類
又
は
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を

「
第
七
類
、
第
八
類
、
第
九
類
、
第
一
二
類
、
第
一
七
類
又
は
第
二
○
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
七
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
八
類
又
は
第
二
○
類
に
該
当
す

る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
八
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
、
第
九
類
又
は
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を

「
第
七
類
、
第
八
類
、
第
九
類
、
第
一
二
類
、
第
一
七
類
又
は
第
二
○
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
・
○
九
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
又
は
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
、
第
八
類
又

は
第
二
○
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
・
○
一
の
項
及
び
第
二
一
・
○
五
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四
類

、
第
一
九
類
又
は
第
二
一
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
・
○
六
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四
類
、
第
一
九
類
又
は
第
二
一

類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
○
類
、
第
一
一



類
、
第
一
九
類
又
は
第
二
一
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○

類
又
は
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
、
第
一
二
類
、
第
一
七
類
又

は
第
二
一
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
一
二
類

又
は
第
二
一
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
八
類
、

第
二
○
類
又
は
第
二
一
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
、
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
類
、
第
七
類
、
第
八
類
、
第

一
○
類
又
は
第
一
二
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
四
類
、
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
、
第
一
二
類

、
第
一
七
類
、
第
一
九
類
又
は
第
二
一
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
二
・
○
四
の
項
、
第
二
二
・
○
五
の
項
、
第
二
二
・
○
六
の
項
及
び
第
二
二
・
○
八
の
項
中
「
原
産
品
で

あ
る
第
八
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
八
類
、
第
二
○
類
又
は
第
二
二
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め

る
。別

表
第
三
五
・
○
二
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
鳥
卵
」
を
「
第
四
類
又
は
第
三
五
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
五
・
○
五
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第
一
○
類
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
類

、
第
八
類
、
第
一
○
類
、
第
一
一
類
又
は
第
三
五
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
四
・
一
二
の
項
中
「
原
産
品
で
あ
る
第
四
四
・
○
七
項
又
は
第
四
四
・
○
八
項
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「

第
四
四
・
○
七
項
、
第
四
四
・
○
八
項
又
は
第
四
四
・
一
二
項
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。



別
表
第
六
一
類
の
項
中
「
（
第
六
一
・
一
三
項
に
該
当
す
る
物
品
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
化
学
品
、
第
四
七
・

○
一
項
か
ら
第
四
七
・
○
六
項
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
、
紡
織
用
天
然
繊
維
、
人
造
繊
維
の
短
繊
維
又
は
紡
織
用
繊
維

く
ず
」
を
「
紡
織
用
繊
維
の
糸
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
一
・
一
三
の
項
を
削
る
。

別
表
第
七
三
・
○
四
の
項
、
第
七
三
・
○
五
の
項
及
び
第
七
三
・
○
六
の
項
中
「
第
七
二
・
○
七
項
、
第
七
二
・
一

八
項
又
は
第
七
二
・
二
四
項
に
該
当
す
る
物
品
」
を
「
第
七
二
類
（
第
七
二
・
○
七
項
、
第
七
二
・
一
八
項
及
び
第
七

二
・
二
四
項
を
除
く
。
）
又
は
第
七
三
類
に
該
当
す
る
物
品
以
外
の
物
品
」
に
改
め
る
。

別
表
の
備
考
第
一
号
中
㈠
及
び
㈡
を
削
り
、
㈢
を
㈠
と
し
、
㈣
を
㈡
と
し
、
㈤
を
㈢
と
し
、
㈥
を
㈣
と
し
、
㈦
を
㈤

と
す
る
。

別
表
の
備
考
第
二
号
中
「
こ
の
表
の
」
の
下
に
「
各
項
に
お
い
て
、
同
表
の
」
を
加
え
、
「
さ
れ
て
い
る
項
（
以
下

「
定
率
基
準
を
定
め
る
項
」
と
い
う
。
）
」
を
「
さ
れ
る
条
件
（
以
下
「
定
率
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
項
」
に

、
「
他
の
」
を
削
り
、
「
項
の
中
欄
」
を
「
他
の
項
の
中
欄
」
に
、
「
製
品
に
」
を
「
当
該
製
品
に
」
に
改
め
る
。

別
表
の
備
考
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
備
考
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

こ
の
表
の
下
欄
に
お
い
て
定
率
基
準
以
外
の
条
件
は
、
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
原
料
又
は
材

料
の
う
ち
原
産
品
に
つ
い
て
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

別
表
の
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



五

関
税
定
率
法
別
表
第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当

た
り
、
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
原
料
又
は
材
料
で
あ
つ
て
同
表
第
五
○
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
に
該
当
し
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
繊
維
を
含
む
か
否
か
を
問
わ
ず
、
考
慮
し
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


